
緑のバトン会 会則 

  

（名        称） 

第１条  本会は、緑のバトン会と称する。 

  

（目的及び組織） 

第２条 本会は、緑のバトン運動を継承し、東日本大震災における被災地以外の全国の学校

が、「苗木育成」と「植樹」という緑化運動を通して、被災地の学校や任意団体と交流し結びつ

くことで、森林文化と震災の教訓を次世代に繋いでいくことを目的とする。 

 

（事        業） 

 第３条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

    （１） 植樹地の選定・交渉をする。 

    （２） 苗木を被災地より購入し、被災地に贈ること。 

    （３） 植樹後の様子を会員に知らせる活動をすること。 

    （４）  震災の教訓を伝えるために「防災巻を活用した授業」を推進する。 

 

（役        員） 

第４条  本会に次の役員をおく。 

     代表  １名、  副代表 若干名、事務局 １名、会計監査 ２名 

  

（役員の選出） 

第５条  代表・副代表は、会員の互選で選出する。 

  

（役員の任期） 

第６条  役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。 

２ 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。 

  

（役員の任務） 

第７条  代表は、本会を代表して会務を掌る。 

２ 副代表は代表を補佐し、代表事故あるときは職務を代理する。 

３ 事務局は、本会全般の事務・会計を担う。 

 

（経 費 等） 

第８条  本会の経費は、助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。 

  

（事業年度） 

第９条  本会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。  

  

（そ の 他） 

第１０条  この会則の施行にあたり必要な事項は役員が会員にはかり別に定める。 

  



   附      則 

 本会則は、平成２８年６月１１日より施行する。  


